
 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 MFPR 麹町ビル 2Ｆ 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町５丁目） 

 

２０１９年 ２月１日（金） １３：００～１７：００ 

法務部門、総務部門、監査部門、人事部門、海外事業部門、情報システム部門などの

関連部門において、ＧＤＰＲ対応、個人情報保護対応の実務を担当される方 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

税込・資料代含 

ご参加頂きたい方 

 

■開催にあたって■ 
 

2018 年 5 月 25 日に、EU の General Data Protection Regulations（GDPR：EU 一般データ保護規則）が施行されました。これにより、①EU

に拠点（現地法人・支店・駐在員事務所）のある事業者は同拠点において管理者（Controller）としての対応、②EU の拠点のために日本で

個人データの処理を行う事業者は処理者（Processor）としての対応、③EU に拠点はないものの GDPR の域外適用を受ける事業者は管理

者としての対応を、日本の個人情報保護法との GAP 分析を行った上で進めました。GDPR の施行に伴い、プライバシー・ノーティスにどのよ

うな事項を記載すればよいか、適法な処理の根拠として同意と契約のどちらを利用すべきか、データ保護影響評価の必要な場合、データ

保護オフィサー（DPO）の設置の仕方など、GDPR の対応の実務が明らかになってきました。また、EU から個人データの移転を受ける事業

者は、（拘束的企業準則を適用している楽天グループを除き、）①標準契約条項（Standard Contractual Clauses：SCC）による対応、ある

いは、②特例的に認められる根拠（「越境移転のリスク情報を提供した上でのデータ主体の同意」あるいは「契約履行のために必要」）に基

づくことに対応をしています。もっとも、全く GDPR 対応をしていない企業も多くあります。ここにきて、2018 年末頃までに日本が欧州委員会

から十分性認定を受けることになり、個人情報保護委員会からはその対応のための補完的ルールを公布されました。 本講演では、日本

が十分性認定取得後に、日本企業として GDPR 対応をどのようにすべきかについて分かりやすく解説いたします。 
 

 

１．十分性認定と個人情報保護委員会の十補完的ルール 

（１）十分性認定の意味合い…十分性認定は越境データ移転が認められるだけで、管理者・処理者としての義務を負う者に 

ついては、GDPR 全体の対応が必要 

（２）標準契約条項（SCC）の対応をしていた企業はそのままで、十分性認定対応に切り替えない方がよいか？ 

（３）特例対応（データ主体の同意・契約履行に必要）によっていた事業者は、十分性認定対応に切り替えるのはマスト？ 

（４）個人情報保護委員会の補完的ルールへの対応 

１）上乗せ措置に対応した個人情報取扱規程・匿名加工情報取扱規程の雛型を提示 

２）EU からの移転に関する「取得の経緯」の記録義務は、確認・記録義務編のガイドラインで解釈上、確認・記録が 

不要とされている場合も必要か 

３）匿名加工情報に関して、加工方法等情報も削除する対応は本当に可能か？実務的にどのような対応をすべきか 

（５）十分性認定と同時に行われる個人情報保護法の「外国の第三者への個人データの提供」に関する EU 加盟国の告示指定 
 

２．GDPR の管理者・処理者となる場合の実務対応 

（１）十分性認定を取得しても管理者・処理者に該当する場合は対応が必要 

（２）処理の原則・適法な処理 

～「同意」と「契約」は両立しないことに注意が必要 

～ 従業員については「同意」を根拠にすることは困難 

（３）プライバシー・ノーティスや Cookie 対応を具体的実例（Google、Amazon、Facebook ほか）を収集し、 

ガイドラインに基づき解説 

（４）データ主体の権利 

～ データポータビリティ権についてガイドラインに基づき詳細解説 

（５）技術的・組織的安全管理措置…個人情報保護法とそれほど違いなし 

（６）データ保護オフィサー（DPO）の設置に関する具体的対応・・・ガイドラインに基づく対応 
 

３．中国、米国、ロシア等の個人情報保護法制について横断的に解説 
 

※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 

 

182125-0303  十分性認定取得後のＧＤＰＲ対応 

弁護士法人 三宅法律事務所 弁護士 公認不正検査士（CFE）パートナー 渡邉 雅之氏 

1995 年東京大学法学部卒業、1997 年司法試験合格、2000 年総理府退職、2001 年司法

修習修了（54 期）、弁護士登録（第二東京弁護士会）、2007 年 Columbia Law School 

(LL.M.)修了、2009 年三宅法律事務所入所。個人情報保護法をはじめとするプライバ

シー法制を専門とする。 
 

個人情報保護委員会の補完的ルールに基づく個人情報取扱規程の改訂案、ＧＤＰＲに基づく 
プライバシー・ノーティス対応など具体例を示して解説、中国のサイバーセキュリティ法等の 
諸外国の個人情報保護規制についても横断的に解説 

十分性認定取得後の『ＧＤＰＲ』対応 
 


